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※１　減免資格証明書の交付が必要です（当市の福祉介護課で発行できます）

※　車検証に「事業用」と記載されている自動車及びリース車両は減免の対象外です

※　すでに普通自動車やその他の軽自動車で減免を受けている方は重複して減免を受けることはできません

※身体障害者等とは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方をいいます

【身体障害者等の軽自動車税（種別割）減免基準フローチャート】

軽自動車を所有する方は下記のいずれかに該当しますか？

身体障害者等を

常時介護する方

（身体障害者等のみで

構成される世帯の場合）※１

身体障害者等本人
身体障害者等と生計が

同一の家族※１

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方

・18歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方と生計が同一のご家族

・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と生計が同一のご家族

運転する方は下記のいずれかに該当しますか？

減免の対象です（税務課窓口で申請をお願いします）

障害の等級が別表要件１に該当しますか？
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身体障害者等の通学、通院、通所または生業（通勤を含む）

のために週３日以上もしくは総使用日数（走行距離数）の

５０％以上使用していますか？

障害の等級が別表要件１に

該当しますか？


